
 

 
 
 

委員会成果報告書 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

公益社団法人 空気調和・衛生工学会 

 

換気設備委員会・室内空気質小委員会 

 

 

 

 

室内空気質のための必要換気量 

平成２８年１０月３１日 

KMDBA
テキスト ボックス
参考資料４



室内空気質のための必要換気量 

報告書 

 
目次 

 
概要および提言 

 
1  CO2による室内空気汚染と人体への影響および諸外国の基準  

 
1.1 二酸化炭素の健康影響等に関する知見  

 
1.2 人体発生汚染物（bioeffluent）による空気汚染のメカニズム  

 
1.3 海外関連基準（アメリカ、ヨーロッパ）  

 
2  室内 CO2と換気量の実態  

 
2.1 特定建築物における CO2不適率の現状  

 
2.2 建築物衛生行政における換気対策 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



室内空気質のための必要換気量 
〜二酸化炭素濃度は外気濃度を基準として設定する〜 

 
これまで、必要換気量の設計は室内二酸化炭素（CO2）濃度を関連基準値以下になるように、外気中

の CO2濃度と在室者からの炭酸ガスの発生量を仮定して行っている。ところが、近年の地球温暖化に伴

い、外気中の CO2濃度が上昇傾向になりつつある。現状では、世界の大気中の CO2濃度の月平均値が

400ppmを上回っている。 
前述した通り、必要換気量の設計は外気中の CO2濃度を仮定して行っているため、外気濃度が上昇す

ればその換気量を増やさないといけない計算になる。しかし、これはエネルギー消費の増大につながる。

このような背景で、2013年 12月 6日に国土交通省大臣官房官庁営繕部から本学会加藤信介会長（当時）
宛てに“外気導入量について（お願い）”が出され、外気中の CO2濃度の上昇に伴う必要換気量の在り

方について検討してほしいとの要望があった。 
（公益社団法人）空気調和・衛生工学会、この要望に対応するために 2014年 4月 1日に「室内空気

質小委員会」を設置し、CO2 濃度と必要換気量について国内・海外関連文献レビューし、①室内 CO2

濃度の実態、②CO2による健康影響、③CO2濃度の基準値、④必要換気量設計のための CO2濃度などに

ついて議論を重ねてきた。また、2016年 7月 11日にシンポジウム「必要換気量について考える」を開
催し、た。シンポジウムにおいて、演者と参加者間で議論行い、“室内空気質のための設計換気量は室内

と屋外の CO2濃度差 700ppmの条件で行う”との共通認識を持つことができた。なお、この換気量は人
体発生汚染物質を希釈するためのものである。 

 
提言：室内空気質のための換気量設計条件は室内と屋外の CO2濃度差が 700ppm以下とする。 

  ■CO2濃度関連基準   ・建築物衛生法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）：1,000ppm   ・SHASE-S-102-2011：3,500ppm（単独指標として） 

    ・日本産業衛生学会許容濃度：5,000ppm 
    ・OSHA・MAK・NIOSH・ACGIH：5,000ppm 

  ■健康影響   ・疫学調査では、1000ppm以下の濃度でも SBS症状がみられる報告がある。    ただし、この原因は、人間から発生する体臭のための換気が不十分であることによるものではな
く、建材等から発生する化学物質の濃度が高くなっていたことによるものと推測され、必ずしも、

人から発生する二酸化炭素の濃度としての 1000ppm の有害性を意味するものではない。何故な

ら、人から発生する汚染物（bio-effluent）は、SBSを引き起こすことはないからである。   ・実験では、純炭酸ガス濃度 3,000ppmの環境でも健康影響が見られない報告がある。 

  ■必要換気量設計のための CO2濃度   ・学校保健安全法：CO2濃度は 1,500ppm 以下であることが望ましい。   ・ANSI/AHSRAE Standard -62.1-2016：     最小必要外気量 Vbz＝Rp×Pz＋Ra×Az 
     Az：居住域床面積（m2）,Pz：居住者数（人）,Rp：一人当たりの必要外気量（m3/h･人）        Ra：床面積当たりの必要外気量（m3/h･m2）        人員密度の条件がわからない場合、一人当たりの換気量を 30m3/h（8.5L/s）としている。     体臭希釈するための換気量：室内外濃度差 700ppm 

 
なお、本提言の学術的な根拠資料を報告書として取りまとめた。 

 
 
 

 



1  CO2による室内空気汚染と人体への影響および諸外国の基準  

 
1.1 二酸化炭素の健康影響等に関する知見 

 
1.1.1 はじめに 

 
日本では 1970年（昭和 45年）に制定された「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築

物衛生法）」において、「建築物環境衛生管理基準」が規定され、二酸化炭素（CO2）の空気環境管理基

準が定められている。本基準は、1970年の制定後 40年以上経過した現在でも、建築物の維持管理関係

者に広く浸透し、衛生規制として重要な役割を担っている。本報では、CO2について、本基準が設定さ

れた経緯や根拠を概説し、さらに近年の健康影響等に関する科学的エビデンスについて概説する。なお、

本報の内容の一部は、文献 1),2)で詳しく解説しているので参照されたい。 

 
1.1.2 建築物衛生法における CO2の環境衛生管理基準 

 
（1）建築物衛生法設立の背景 1),2) 

1965年（昭和 40年）6月 30日、厚生大臣の諮問に応じて、(1)環境衛生に係る公害に関する重要事

項、(2)水道・清掃施設・下水道の終末処理場その他環境衛生に係る生活環境に関する重要事項、これら
2項目を調査審議するために「公害審議会」（1967年 11月 25日に生活環境審議会に改名）が発足した。
この審議会の中に生活環境部会が設置され、「健康的な居住水準の設定について」が 1965年 9月 27日
に諮問された（厚生省環第６５９号）。その後、公害審議会の審議過程において、「多人数利用建築物の

衛生水準の設定について」があわせて審議され、生活環境部会は、1966年 8月 13日に上記 2項目に関
する中間答申を公害審議会に提出した。 
「多人数利用建築物の衛生水準の設定について」の中間答申では、ビルなどの建築物に対する衛生上

の設備およびその維持管理についての十分な規制や指導が行われていないことから、多くの問題が生じ

ているので、国民の健康を保持、増進するためには、厚生行政の立場から建築物の環境衛生基準の設定、

建築物の維持管理に関する専門技術者制度の創設等について早急に措置する必要があるというものであ

った。当時、夏期の冷房により消化器系疾患の罹患率が上昇する例がみられること、旧式ビルで冬期暖

房中に CO2濃度が 0.3～0.4%まで上昇する例がみられること、空気調和設備が適切に使用されると粉じ

ん濃度が外気濃度より下回ることが多いことなどが報告されていた。従って、このような背景をもとに、

厚生省ではこの問題についての技術的な基礎固めを行うため、昭和 40年度厚生科学研究補助金により、
社団法人空気調和・衛生工学会に研究を委託した。同学会は、医学、衛生工学、建築学などの学者で組

織する委員会を立ち上げ、欧米先進諸国の制度等も参考にして研究を進め、1966 年 3 月に「ビルディ

ングの環境衛生基準に関する研究」（委員長：小林陽太郎 氏）が報告された。これらの準備を経て、1970
年 4月 14日に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が公布された。 
「建築物環境衛生管理基準」は、1970年 10月 1 2日に公布された「建築物衛生法施行令」の中で規

定された。基準値の概念としては、理想値、目標値、推奨値、許容最低限度といった各段階がある。こ

の管理基準は、基準違反に対して直ちに法的措置がとられるものではなく、実現可能な望ましい基準と

いうべきものを示し、特定建築物の所有者、占有者、その他の者で当該特定建築物の維持管理について

権原を有する者に、遵守するよう要求しているものであって、推奨値的性格の強いものとされている。 

 
（2）CO2の基準値設定について 1),2) 

1971年に作成された建築物環境衛生管理技術者講習会テキストにおいて以下の記述がある。「CO2濃

度は空気清浄度の１つの指標として従来より測定されており、また居室では、人の呼気、喫煙、炊事、

また調理等により、影響を受けやすい。CO2 自体は、少量であれば人体に有害ではないが、1000 ppm

を超えると倦怠感、頭痛、耳鳴り、息苦しさ等の症状を訴えるものが多くなり、フリッカー値（フリッ

カー値が小さいほど疲労度が高い）の低下も著しいこと等により定められたものである。」 
1968年に世界保健機関（WHO）が公表した「住居の衛生基準に対する生理学的基礎」では、CO2の

基準について次の記載がある。「最近まで地上の炭酸ガス（CO2）の作用の研究に 2つの判定が用いられ

ていた。その第 1は、生理学的研究によると、0.5%（5000 ppm）以上の濃度になると、炭酸ガスは呼



吸数をガス交換に必要なレベル以上に増加させ、呼吸系統に付加的な重荷を負わせる。第 2は 1881年

に Pettenkoferと Flüggeは 0.07~0.1%（700～1000 ppm）を炭酸ガスの許容濃度とみなすと提言した。
第 2の数値は生理学的な基礎を持っていないが、これは家庭内の空気の汚染の間接的な指標としてかな
り実際的な数値であると認められた。はなはだ最近まで、この値は室の中の空気の更新に必要な速度を

計算するのに用いられたし、また、室内の空気の質を評価して、換気系統の能率を判定するのに用いら

れてきた。」また、WHOの報告書では、1964年に Eliseevaが発表した研究を引用し、0.1%（1000 ppm）
の炭酸ガスの吸入実験によって、呼吸、循環器系、大脳の電気活動に変化がみられたと報告している。 
従って、CO2の建築物環境衛生管理基準の設定にあたっては、WHOの報告書で指摘された CO2の判

定基準を踏まえ、さらに 1000 ppmを超過した際のCO2による健康影響を考慮し、管理基準を 1000 ppm

に設定したと考えられる。 

 
1.1.3 CO2の健康影響等に関するエビデンス 

 
（1）調査方法 

CO2の健康影響等に関する科学的知見について文献検索を行った。国立情報学研究所論文情報ナビゲ

ータ（CiNii）、独立行政法人科学技術振興機構の J-Dream III による科学技術関連の文献検索（1975
年以降の文献を収載）、米国国立医学図書館の Pubmed による医学関連の文献検索（原則として 1950

年以降の文献を収載）、インターネット検索によるホームページからの情報収集及び関連資料の入手、既

存の書籍および上記検索で入手した文献や資料に掲載されている参考文献等を入手した。また、諸外国

における CO2 の室内空気質ガイドラインについても各国関係機関のホームページなどから情報を収集

した。 

 
（2）諸外国における CO2の空気質基準 
諸外国における CO2濃度のガイドラインを調査した結果、ほとんどの諸外国で、室内空気汚染や換気

の指標として、1000 ppmが採用されている（表 1.1.1）。特に、シンガポール、中国香港特別行政区、

韓国環境部などのアジア諸国では、日本の建築物衛生法が参照されている。 
ドイツでは、2008 年に連邦環境庁の室内空気衛生委員会が CO2の室内空気質ガイドラインを公表し

ている。ドイツのガイドラインでは、健康と衛生上の問題を考慮したうえで、1000 ppm 以下を無害

（harmless）、1000～2000 ppmでは健康と衛生上の問題が上昇（elevated）、2000 ppm以上を許容不

可能（unacceptable）としている（表 1.1.2）。 

 
 
表 1.1.1 諸外国における CO2濃度の室内空気質ガイドライン 1),2) 

諸外国（公表年） 室内濃度の指針値 対象 

ノルウェー厚生省（1999） 1000 ppm（最大値） 

※室内空気汚染の指標 

居住空間 

カナダ保健省（1995） 1000 ppm 

※換気の指標 

オフィス環境 

カナダ保健省（1987） 3500 ppm以下 

（許容可能な長期曝露範囲） 

居住空間 

シ ン ガ ポ ー ル 環 境 省

（1996） 

1000 ppm（8時間平均） 

※換気の指標 

空調設備を有するオフィスビル 

中 国 香 港 特 別 行 政 区

（2003） 

最良質：800 ppm（8時間平均） 

良 質：1000 ppm（8時間平

均） 

機械換気や空調設備を有する建

物や閉鎖空間 

中国環境保護総局（2002） 1000 ppm（24時間平均） 住宅とオフィス 

韓国環境部（2003） 1000 ppm 大規模店舗、医療機関等 

台湾環境保護庁（2012） 1000 ppm（8時間平均）  

 
 



表 1.1.2 ドイツ連邦環境庁による室内空気の CO2濃度のガイダンス値 3) 

二酸化炭素濃度 健康と衛生上の評価 留意点 

1000 ppm以下 無害（harmless）とみなされる 処置の必要なし 

1000～2000 ppm 有害性が上昇する（elevated） 換気状況の確認と改善（外気導

入量や換気効率の増加等） 

2000 ppm以上 許容できない（unacceptable） 必要に応じて追加措置を試み

る 

 
（3）CO2の健康影響等に関するエビデンス 
ヒトが吸入する CO2濃度の上昇にともない、血中 pHが低下し、ヘモグロビンから酸素が離れやすく

なる。そのため、吸入する CO2濃度が 10000 ppmを超えると呼吸性アシドーシスが出現し、CO2濃度

の上昇に伴って、呼吸数の増加、頭痛、錯乱、嗜眠、記憶喪失、呼吸困難等のリスクが高くなる（表 1.1.3）
4)。従って、CO2はヒトに対して有害な物質である。 

 
表 1.1.3 CO2の生体影響 4) 

CO2濃度 影響 

1% 呼吸数（RR）増加（37%） 

1.6% 分時換気量（MV）の増加（～100%） 

2% RR増加（～50%）、脳血流増加 

3% 労働者の運動耐容能力の低下 

5% MV増加（～200%）、RR増加（～100%） 

めまい、頭痛、混乱、呼吸困難 

7.2% RR増加（～200%）、頭痛、めまい、混乱、呼吸困難 

8-10% 重度の頭痛、めまい、混乱、呼吸困難、発汗、視力悪化 

10% 激しい呼吸困難に続き、嘔吐、失見当、高血圧、意識消失 

 
 
従来、5000 ppm以下の CO2濃度では血中の CO2に影響はないと予測されていた。しかし最近の研究

によると、500～4000 ppmの低濃度域でも血中の CO2分圧は上昇し、その領域で心拍変動の変化（交

感神経刺激の上昇）と末梢血液循環の増加が生じると報告されている 5),6)。このことは、600～5000 ppm
の他の研究でも確認されており、1500 ppm以上数時間の曝露では、600 ppmに比べて血圧上昇や心拍
数の上昇が報告されている 7)。 

自律神経系の機能障害は、認識システム等の様々な健康への影響や、方策策定能力やワーキングメモ

リの低下 8)に関連するが、このような低濃度域における意思決定能力の低下 9)や認識機能への影響 10)が

近年報告されている。 
CO2による健康等への影響に関して、オフィスビルの CO2濃度と健康影響に関する 21の文献をレビ

ューした結果、約半数の研究において、800 ppm未満の濃度領域で、CO2濃度の減少とともにシックビ

ルディング症候群（SBS）症状のリスクが減少していた 11)。米国 BASE 研究において、１日平均濃度
800 ppm以下の領域でも、室内平均濃度と外気濃度の差が 100 ppm上昇すると粘膜刺激と下気道症状
が有意に上昇した。また、最大濃度との差では 250 ppm上昇すると同様の症状が有意に上昇した 12),13)。

スウェーデンの調査（674～1450 ppm）において、CO2濃度が 100 ppm上昇すると頭痛が有意に増加
したことから、CO2濃度は現在の基準値 1000 ppm以下にすべきと指摘されている 14)。 

1000 ppm以上の濃度の CO2に曝露した学校の子どもにおいて、乾性咳と鼻炎の症状が有意に増悪し

たと報告されている 15)。22名の学生を用いて、オフィス様のチャンバーで 600 ppm、1000 ppm、2500 

ppmの CO2濃度で 1日合計 7.5時間曝露させたところ、1000 ppmの CO2濃度で有意に意思決定能力

が低下したと報告されている 9)。台湾の事務所労働者の調査では、800 ppm以上の CO2濃度で目や上気

道の刺激が報告されている 16)。45の保育所（約 1000～2000ppmの CO2濃度）の子どもで喘鳴の有意

な上昇が 200 ppmの CO2濃度上昇で報告されている 17)。 

低濃度の CO2によるヒトの健康等へ影響について、近年、フランス環境労働衛生安全庁（ANSES）



が、レビューを行っている（表 1.1.4）18)。それによると、CO2濃度の室内外濃度差 450 ppm以上また

は室内濃度 850 ppm以上では、シックビルディング（SBS）症状が増加すると報告している。また、室
内外濃度差 600 ppm以上または室内濃度 1000 ppm以上では、小児の喘息症状の増悪や成人の意思決
定及び問題解決能力が低下すると報告している。このような労働生産性に対する影響は、社会経済に与

える影響が大きく、今後の重要な課題といえる。鉛の耐容摂取量の設定においては、小児における知能

指数（IQ）の低下が影響指標に用いられており、このような非顕性（sub-clinical）の影響に対しても、
近年対応が求められている 19)。 

 
表 1.1.4  CO2濃度と健康等への影響（文献 18）に追加・加筆） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CO2濃度と SBS症状については、著者らの日本の研究でも、550 ppmから 1320 ppmの濃度域にお
いて、CO2濃度の上昇と頭痛等の一般症状のリスクとの関連性に関する傾向がみられおり、1000 pmの
環境基準不適合と一般症状との有意な関係もみられた 20),21)。上述のように、スウェーデン 14)や台湾 16)

の調査でも、これらの低濃度域における SBS症状との有意な関係が報告されている。 

前述のように、1000 ppm程度の CO2濃度において、CO2分圧の変化や自律神経系への影響が報告さ

れている。そのため、このような低濃度域におけるヒトの認識機能に対する影響が近年研究されている。

特にその発端となったのは、前述の Satishらによる 1000 ppmの CO2濃度で意思決定能力の低下を報

告した研究である 9)。その後も Satishらと同じ米ハーバード大学公衆衛生部門の Allenらは、環境条件

（揮発性有機化合物(VOCs)、換気、CO2強制導入等）を制御したオフィスで 24名の男女を用いて 6日
間勤務で認識機能に関するテストを行ったところ、VOCsと CO2（対照群に比べ 945, 1400 ppm）はぞ
れぞれ独立した影響を示している 10)。従って、VOCsによる影響だけでなく、CO2単独による認識機能

への影響が確認されている。その後も Satish や Allen らと同じ米ハーバード大学公衆衛生部門の

MacNaughtonらは、一般ビル（約 1000 ppm）、2種のグリーンビルのオフィスで 24名の男女を用い
て 2週間健康影響に関する評価を行った（総揮発性有機化合物(TVOC)と CO2を強制導入）ところ、気

道・目・皮膚症状、頭痛、認識・感覚影響等の症状の数が有意に増加及び心拍数の有意な上昇が 1000 ppm
でみられたと報告している 5)。Satish、Allen、MacNaughtonは、いずれも米ハーバード大学公衆衛生

学部門の Spengler教授の門下の研究者であり、Spengler教授のもとで、低濃度 CO2による意思決定や

室内と大気のCO2

の濃度差
既往の疫学及び毒性学的研究より

職業曝露限界値
（VLEP）

d CO2:400ppm以下

優れたIAQ

d CO2:

400-600ppm

平均レベルのIAQ

850ppm以上
d CO2 450ppm以上
SBS症状が増加

d CO2:

600-1000ppm

中程度IAQ

1000ppm以上
d CO2 600ppm以上
・学校の子どもの喘息関連
症状の増悪

・数時間で成人の精神運
動機能（意思決定や問題
解決）への影響

d CO2:

1000ppm超
低レベルのIAQ

5000ppm以上
ﾌﾗﾝｽや諸外国の8時
間平均値（ACGIH, 

NIOSH, OSHA等）

10000ppm以上
中程度の身体負荷の健康な
成人における呼吸性アシ
ドーシス※出現（30分曝露）

10000-30000ppm

諸外国の短時間曝露
限界値（同上）

(Simoni et al 2010)

(Erdmann and Apte 2004)

(Wargocki et al 2000)

(Satish et al 2012)

(DFG 2012)

※肺でガス交換が低下し体内にCO2が滞留、血液脳関門を
通じて急速に拡散する。急性では頭痛、錯乱嗜眠等、緩徐
では記憶喪失、睡眠障害、日中の過度な眠気等を生じる。

10000ppmに22日曝露した成人
で代謝性侵襲（血中Caや尿中燐
濃度の低下）(Gray et al 1950)

追加



認識機能に対する影響を近年いくつも報告している。 

一方、デンマーク工科大学のWargockiらのグループも、低濃度 CO2によるヒトの認識機能への影響

に関する研究を近年報告している。10名の被験者を 2.5時間で 500及び 5000 ppm（強制導入）の部屋
での CO2 曝露では、急性症状（上記とほぼ同じ）や認識機能への影響はみられなかったが、呼気終末

CO2分圧（ETCO2）では差がみられたと報告している 22)。CO2分圧は、通常、採血して測定を行うが、

Wargockiらのグループは、間接的に被験者の呼気中の CO2分圧で評価を行っている。 
また、Wargockiらのグループは、25名の被験者、255分間 CO2濃度（強制導入）とヒト由来の汚染

物質（bioeffluents）を制御（外気導入量増）した部屋（CO2濃度 500, 1000, 3000 ppm）では、bioeffluents
含む 3000 ppmの条件で頭痛、疲労、眠気への影響がみられ、bioeffluents含む 1000 ppmの条件で認

識機能への影響がみられたと報告している 23)。またこの実験においては、bioeffluents含む 1000 ppm
以上の条件で α-アミラーゼ活性の有意な増加がみられ、bioeffluents含む 3000 ppmの条件で拡張期血
圧及び経鼻的ピークフローの有意な減少がみられたと報告している。また、ETCO2 と心拍数の増加は

bioeffluents含む含まないに限らず、いずれも CO2濃度（CO2濃度 500, 1000, 3000 ppm）に依存して

上昇したと報告している 24)。 
これらの一連の報告において、デンマーク工科大学の Wargocki らのグループは、CO2濃度が 3000 

ppmを超えないと、認識機能への影響は生じないと考えている。しかし、CO2への曝露時間が 2.5時間
と約 4 時間程度の短時間曝露の影響を評価しているに過ぎない。Spengler らのグループは、CO2に 6

日間や 2週間曝露した際の影響を評価している。1000 ppm程度の低濃度域においても、血中における
CO2分圧の変化が認められることは、Spenglerらのグループのみならず、Wargockiらのグループの研
究結果からも報告されている。従って、CO2による血中の酸素の運搬が阻害された状態がオフィス等の

環境で毎日繰り返された際のヒトの脳内における自律神経系や認識等への機能に対する影響は、数時間

程度の短時間曝露だけでなく、長期間の繰り返し曝露での評価が重要となる。 
ただし、Wargocki らのグループは、ヒトが存在する室内環境においては、ヒト由来の汚染物質

（bioeffluents）の影響が複合されていると主張しており、bioeffluents の影響については Spengler ら
のグループでは十分評価されていない。ただし、Wargocki らのグループは、ヒトが居住した状態で評

価しなければならないため、実験を行うにあたり、外気導入量を極端に増加させることで bioeffluents
濃度を低減させたとしているが、実際には bioeffluents 濃度は測定されておらず、bioeffluents がどの
ような化学組成や化学的性質であるのか評価されていない。従って、あくまで仮定のもとのでの実験に

過ぎず、信頼性のある適正な評価がなされていない。従って、Wargockiらのグループの実験において、

bioeffluentsの影響を除外できたのかどうかは不明である。 
以上のように、これまでのエビデンスからは、低濃度域における CO2濃度の上昇と SBS 症状、意思

決定や認識機能への影響に関しては、他の室内汚染物質の濃度上昇が関与している可能性があるかもし

れないため、直接的な因果関係とはいえないかもしれない。しかしながら、国内外の複数の疫学調査に

おいて、低濃度領域における CO2濃度と SBS 症状との有意な関係が報告されていることからも、SBS
による健康影響を防止するために、CO2濃度を管理基準や管理指標に用いることは、リスク管理として

妥当であると考えられる。建築物室内における潜在的な低濃度複合汚染による影響も防止できる可能性

がある。また、CO2そのものによる労働生産性（意思決定能力等）への影響もヒト被験者を用いた実験

室実験で示唆されており、これについても bioeffluentsの影響に関して十分明らかにされていないが、
低濃度における CO2の影響については、いずれの研究グループからも示唆されている。 

 
1.1.4 まとめ 

 
建築物衛生法の CO2の環境衛生管理基準は、1000 ppmを超えると倦怠感、頭痛、耳鳴り、息苦しさ

等の症状が増加することや、疲労度が著しく上昇することに基づき定められたものである。CO2に関す

る近年の複数のエビデンスが、1000 ppm程度の低濃度域における CO2濃度の上昇と生理学的変化（血

中の CO2分圧、心拍数等）及びシックビルディング症候群（SBS）関連症状との関係を示している。ヒ
トにおける生理学的変化は CO2によるものと考えられるが、SBS 症状については CO2によるものか、

他の汚染物質との混合曝露によるものかはさらなる検証が必要（特に長期間曝露の影響）ではあるが、

建物内の CO2の室内濃度を 1000 ppm以下の低濃度に抑えることで、これらの健康影響を防止できる。

近年、1000 ppm程度の低濃度の CO2そのものによる労働生産性（意思決定能力や問題解決能力）への



影響が示唆されており、bioeffluents に関する定量的な影響を含めて、今後のさらなる検証が求められ

る。これについても、毎日繰返し低濃度 CO2に曝露した際の長期間影響に関する検証が必要である。な

お、1999 年頃から CO2の建築物環境衛生管理基準の不適合率が増加しているが、これらの増加が生じ

ている原因として、省エネルギー対応が関わっているとの報告がある。具体的な例としては、空調機や

換気設備の誤った使用方法による外気の導入不足、加湿器や空調機や換気設備のメンテナンス不良など、

空気調和設備の維持管理に関わる問題が主な原因としてあげられている 25),26)。従って、CO2の不適合率

の低減には、これらの維持管理に関わる問題に対するさらなる対応が必要と考えられる。 
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1.2人体発生汚染物（bioeffluent）による空気汚染のメカニズム 

 

1.2.1 体臭と CO2濃度・必要換気量について 

 

(1) CO2 1000ppm問題とは？ 
現在、建築基準法、建築物衛生法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）いずれにおいて

も、室内空気質の基準の一つとして、二酸化炭素濃度は 1000ppm 以下と定められているが、この意味

を知る人は意外に少ない。教科書やテキストなどでは、二酸化炭素（以下、CO2）濃度 1000ppmは CO2

の毒性によって決められたものではなく、室内空気質の総合的指標であると書かれているが、それも厳

密にいえば正しくはない。総合的指標というと、さまざまな汚染物質が人体に与える影響を総合した指

標を意味するが、実は CO2濃度 1000ppmは人間の呼気由来の CO2だけを対象としており、体臭強度を

代表することができる指標であり、「CO2 濃度は体臭強度の代表的指標」というのが正しい。さらにい

えば、嗅覚は順応することから、在室者は体臭に順応し、数分でにおいを感じなくなってしまうため、

外来者評価による体臭強度の指標であるといえる。 
しかしいま、多くの建物において、室内のCO2濃度が 1000ppmを超える場合が多くなってきている。

図 1.2.11)は、東京都での立ち入り検査で建築物衛生法に定められる換気基準値を満たさなかった建物の

割合（不適率）の経年変化を示したものであるが、室内の CO2に関しては、昭和 46年当時でも 20%前
後であり、ここ十数年は徐々に増加し、約 30%になっていることがわかる。しかし、この不適率の増加 
の原因は一体何であろうか。一つには、いわゆる地球温暖化に伴う大気中の CO2濃度の増加が原因とし

て挙げられる。図 1.2.2は、東京都江東区における外気の CO2濃度の経年変化を表した図である。CO2

濃度の不適率が上昇する平成 9年あたりからでも、外気の CO2濃度はおよそ 20ppm上昇しており、人
間一人あたりの CO2発生量を 20 L/hとすると、一人あたりの換気量が 32.8m3/hから 33.9 m3/hに増加
させなければならないことになる。現在のところ、建物の換気設備は外気の CO2濃度に応じて増減させ

る装置は付けられていないため、自然と不適率が増えるというわけであろう。もちろん､外気の CO2濃

度上昇だけが不適率増加の原因とは言い切れないが、一つの大きな要因であることに疑いの余地はない。

不適率を下げるためには、空調設備の外気導入量、即ち換気量を増大させればよいわけであるが、現在

の省エネルギーや節電要求のなかで、換気量の増加は空調機の熱負荷の増大を招くことから、その必要

性が議論されなければならないのは当然のことであろう。 
室内の CO2濃度が 1000ppmを超えるとき、室内の空気環境は在室者の健康と快適性を保てないほど

に悪化するか。1000ppm は是が非でも守らなければならない室内環境基準なのか。筆者は、この問い

を CO2 1000ppm問題と呼ぶこととし、本稿では 1000ppmが決められるに至った過程での、換気に関

する考え方と必要換気量の変遷、最新の研究動向などを紹介し、今後の CO2濃度基準がどうあるべきか

について、議論するための資料としたい。 

 
 

 
 
 

 

図 1.2.1 空気環境管理項目の不適率経年変化（東京都）1) 図 1.2.2 外気の CO2濃度の経年変化（江東区）1) 



（2）換気哲学の変遷  図 1.2.32)は換気哲学の変遷と、アメリカに

おける必要換気量の変遷が対比させて描かれ

た図であり、以後、この図の様な変遷の経緯

をたどっていくことにする。 

古く 18 世紀に、ラボアジェは多数の人間
がいる室で人々が不快になったり病気にかか

るのは、人体から発生する二酸化炭素が原因

であるとする考えを発表した 3)。それまでは、

空気のよどみや人間の汗が原因と考えられた

こともあったが、確固たる科学的根拠に立脚

した考え方はなかったといえる 4)。ラボアジ

ェ以後、二酸化炭素が有害物質であると信じ

られたが、19世紀中頃に、森鴎外が師事した
ペッテンコッフェル 11)が通常の室内で出現

する濃度の二酸化炭素や酸素濃度の減少は決

して有害なものではないことを証明するとともに、有害

な空気汚染の主原因は人体から発生する有機物であると

主張した。それからしばらくの間は、人間は有害な有機

物の発生源であると信じられ続けることになる。 
1900 年頃には、その有害物質が伝染病の感染を引き

起こすと信じられるようになる 2)が、1930年代の半ばに
は新しいパラダイムシフトが起こる。1936 年にヤグロ
ー16)らが、重要な汚染物は人体から発生する体臭である

とし、体臭濃度を許容できるレベルに保つために必要な

換気量を提案したことにより、換気にとって体臭が重要

な汚染物であると考えられるようになるのである。その

考え方はその後の様々な国の換気基準の基礎となった。

しかし、1980 年代の欧米において、石油価格の高騰に

由来する省エネルギー対策の一環として建物の換気量が

削減化されると、吐き気やめまい、頭痛などの症状を訴

える在室者が急増し、シックビルディング症候群（Sick 
Building Syndrome）と呼ばれて問題となる。この原因

は、換気量削減によって濃度が上昇した室内の建材など

から発生する様々な化学物質であると考えられ、このこ

とが体臭以外の汚染源も重要であるという考え方を生ん

だ。その考え方はファンガーの知覚空気汚染量 24)という

新しい概念の提案につながり、現在では、室内空気汚染

の原因は人間だけではなく、建物も重要な汚染物発生源

であると広く認識されるに至っている。 
表 1.2.1 には、これまで述べた 17 世紀以降の空気汚

染のメカニズムに関する考え方の変遷を年代順に示すと

ともに、必要換気量の例を示している。また、表 1.2.1
より、換気の目的の考え方に応じて必要換気量も変化し

ている様子がわかる。ファンガーは、「室内の空気はただ

許容されることだけを目標として設計されるのではなく、

最上なる外気と同じくらい快適で、新鮮で、刺激を受け

るものとして知覚されるように設計されることであろ

う。」2)と、近い将来、換気哲学における新たなパラダイ

ムシフトを予見している。 

図 1.2.3 換気哲学と必要換気量の変遷（アメリカ）2)、9) 

表 1.2.1 空気汚染の考え方年表 32) 



（3）人間の体臭と CO2 

ここでは、1936 年のヤグローの研究以来換
気哲学の主流となった人体から発生する体臭と

換気に関する内外の研究成果について紹介する。 
前項で述べたように、はじめて体臭を主要な

空気汚染源と位置づけたのはヤグローら 16)で

あり、様々な階級（平均的階級、労働者、貧困、

上流など）の在室者を対象に換気量と臭気強度

の関係や二酸化炭素濃度と臭気強度との関係な

どを実験によって明らかにした。彼らの研究で

特徴的なことは、同じ在室者数、同じ換気量で

あっても、在室者１人あたりの気積が大きくな

ると臭気強度が低下する傾向が示されたことで

ある。定常状態が達成されれば体臭濃度は気積にかかわらず

換気量のみに依存する筈であるので、この気積への依存性は

理解しがたいものであり、その後の研究においても確認され

ていない。一方で、ヤグローらは二酸化炭素濃度が信頼性の

高い指標ではないと結論づけている。 
 ヤグロー以後しばらくは目立った研究はなかったが、省

エネルギーが重要視されるようになった 1980 年代に入り、
日本でも体臭と必要換気量に関する研究が多く始められた。

1982 年に南野ら 17)は２種類の温湿度条件下において換気量

と体臭強度との関係について検討を行った。図 1.2.4 は換気
量と臭気強度との関係を示したものであるが、ヤグローの実験

に比べると同じ換気量でも臭気強度が低くなっていることがわ

かる。この原因は、生活習慣・居住環境・実験方法の差異によ

るものだと説明されている。南野らはヤグローらと違い、呼気

由来の二酸化炭素が体臭強度の信頼できる指標であることを示

し、室内の臭気濃度を「少しにおう」に保つためには、二酸化

炭素濃度を約 1000ppm にすれば十分良いことを示した。これ
は図 1.2.4の供給外気量 30m3/h 人とも対応するものである。 
その後楢崎ら 19)-21)は様々な気積において換気量と体臭の臭

気強度との関係について検討し、ヤグローらが示した気積によ

る影響はないことを実証した。図 1.2.5 は、二酸化炭素濃度と
体臭の臭気強度との関係を示したものであるが、両者の関係に

在室者１人あたりの気積が殆ど影響を及ぼさないことがわかる。

同時に臭気強度の指標として二酸化炭素濃度を位置づけると、

臭気強度を「微弱」とするためには、二酸化炭素濃度を 1000ppm 
にしなければならないことがわかる。また楢崎らは、在室者に

運動を負荷した場合や温湿度が高い場合には同じ二酸化炭素濃

度でも臭気強度・不快度ともに高いことを明らかにしている。 

一方、欧米では、パネル（評価者）の臭気強度や不快度といった主観申告そのものではなく、不快に

感じる人の割合である不快者率を評価の基準にしようという考え方が提案され、ファンガーら、岩下ら

をはじめとして不快者率についての研究が多く行われるようになる 22)、26)、27)。図 1.2.633)は、様々な研

究者による換気量と体臭による不快者率との関係を重ねて示したものである。被験者はデンマーク人、

アメリカ人、日本人であるが、両者の関係に大きな差異は見られないことがわかる。不快者率 20％に対
応する換気量は 7～7.5 ℓ /s 人であり、人体からの二酸化炭素発生量を 18 ℓ /h、外気の二酸化炭素濃度
を 350ppm とすると、二酸化炭素濃度は 1020 ～1060ppmとなり、南野らの示した臭気強度「少しに
おう」、楢崎らの示した臭気強度「微弱」に相当するものといえる。 

一方、ヤグローが示した体臭強度の在室者１人当たりの気積への依存性を説明するための試みとして、

図 1.2.5 CO2濃度と体臭の臭気強度との関係 19) 

図 1.2.6 換気量と不快者との関係 33) 

図 1.2.4 換気量と体臭強度との関係 17) 



クラウゼンら 23)によって、体臭の室内空間での安定性について研究が行われた。空気中での酸化作用や

壁面などへの吸着によって空気中の体臭濃度は減衰する。クラウゼンらはその減衰の特性を安定係数

（Stability ratio ：理論濃度に対する実際の濃度の比）として定量化した。実験の結果、体臭濃度の安
定係数は、時間とともに安定係数が明らかに減少したことが、ヤグローの実験結果を説明できるほどの

減衰は得られず、その後も、気積によって体臭強度が異なる合理的理由は見つかっていない。 

 
（4）知覚空気汚染質の考え方と CO2  （3）では、室内環境と臭気との関わりを必
要換気量の歴史という観点から解説を行った。

ここではそのなかで、1988 年にファンガー24)、 

25)によって提唱された、olf（オルフ）と decipol
（デシポル）と CO2濃度との関わりについて紹

介したい。化学物質による室内空気汚染問題を

契機として、VOCについていろいろな研究が進
められたが、それらの汚染物質は微量で種類は

多岐にわたるため、汚染物濃度と人体反応との

関係を統合的に評価することは非常に困難であ

るかに見えた。そこでファンガーは、多くの化

学物質には固有のにおいがあることに着目し、

室内の空気質をにおいによって評価する考え方、

すなわち「知覚空気質（Perceived Air Quality）」という考え方を提唱した。この考え方は、室内の空気

質の良否を人間の知覚によって評価しようというものであり、人から発生する体臭に対する外来者の非

容認率を基準として、すべての汚染物を定量化する試みであった。 
ファンガーは、人間 1人から単位時間に発生する汚染質の発生量を 1olfと定義し、その 1olfを 10ℓ/s

の換気量で希釈したときの濃度を 1decipol と定義した。つまり、1ℓ/s で希釈すると 1pol となる。多種

多様な空気汚染質を一つの単位に統合し、加算性を仮定することで汎用性を高めた新しい考え方であっ

た。つまり、例えばたばこ臭の 2decipolと建材臭の 5decipolを足すと、7decipolの知覚空気質となる、
という考え方である。その加算性については、ワーゴッキ 26)が体臭、たばこ臭、建材臭、空調ダクト臭

について検討し、加算できることを示している。ただ、室内に発生する他の様々な知覚汚染質全てにつ

いて、その加算性が確認できたわけではない。また当然ながら、一酸化炭素などのように、臭わない物

質については適用できない。この知覚空気質の考え方の最も基本となる関係が、知覚空気質（decipol）
と不快者率（PD）との関係（図 1.2.7）である。ここで不快者率 PDとは、その濃度の空気の中で長時
間執務することを受け入れられないと判断する人の割合であり、例えば不快者率を 20%以下にするため

には、およそ 1.5 decipolの濃度に維持することが必要であることがわかる。1.5 decipolは人間１人あ
たり、24m3/hの換気量であり、換気量 30m3/hに相当するのは、1.2decipolである。この様に、知覚空
気質はその定義よりわかる通り、一人当たりの換気量と対応している濃度であり、直接的には CO2との

関係は明確ではないが、人一人当たりの CO2発生量と外気濃度を想定すれば、容易に換算が可能である。 

いま､一人当たりの CO2発生量をM [ℓ/h]、外気濃度を Coとするとき、Cdの[decipol]のときの CO2濃

度 CCO2 [ppm]は次式となる。 

 

CCO2 =
1000M

Q
+Co =

1000MCd

36
+Co = 27.8MCd +Co  

 
（5）CO2濃度が 1000ppmと決められた経緯 

ところで、現行の日本の換気基準において CO2 濃度が体臭の指標として決められたことは、空気調

和・衛生工学会のビルディング環境衛性基準検討委員会の報告書にも詳しいが、当初の委員会案では、

換気設備グレードに応じて CO2濃度の基準を変えるという案などもあった。例えば、空気清浄化装置の

付いたグレードの高い空調設備の場合は 1500～2000ppmでもよいが、簡単な換気扇だけならば 700～

1000ppmとするというものであった。これまで述べて来た様に、もともとアメリカ（ASHRAE : 米国

図 1.2.7 知覚空気質濃度と不快者率との関係 24) 



暖房冷凍空調学会）をはじめ各国の換気基準の源流になったのは、ペッテンコッフェル 11)の論文（1858

年）であり、表 1.2.1にも示す通り、ペッテンコッフェルは人による空気汚染は CO2濃度の増加に伴う

ため、長時間在室する室での CO2濃度は 700ppm、通常の室では 1000ppmを提唱した。その後、ビリ
ングス 27)（1893年）が健康の観点から一人当たりの最低換気量として 51m3/（h・人）を提唱したこと
などもあったが、最終的には体臭制御という目的からヤグロー16)（1936年）らの研究成果を基礎として、

ASHARE 基準 62-73（1973 年）が策定された。この基準では、例えば事務所の換気量は 25～42m3/
（h・人）とされ、外気の CO2濃度が例えば 330ppmとすると、806～1130ppm程度となる換気量であ
った。この基準から 2年後、日本では、建築物衛生法が制定され、現在に至るまで CO2濃度 1000ppm
の値は変更されていない。アメリカではその後換気量基準が削減されたが、シックシンドロームビルが

社会問題となり、再度換気量の見直しが図られ、現在は ASHRAE Standard 62.1-2013としてさまざま
な空気汚染物質に対応した詳細な基準となっている。なお、この基準では、CO2濃度に基づいて換気量

を決める場合には、外気濃度＋700ppmとするべきであるが、CO2は信頼できる確実な空気質指標では

ないと付記されている。 

 
（6）知的生産性と CO2 
ところで、以上の通り、体臭濃度や知覚空気質をベ

ースとして、様々な研究が行われて来たが、忘れては

ならないのは、CO2そのものの人体影響である。 
 一般的に、CO2 の毒性は表 1.2.2 の様に示され、

1000ppm 程度の濃度では、目立った影響はないとさ

れる。しかし、呼吸・循環と大脳の電気活動に著しい

変化を起こすという研究もある 7)。低濃度とは言え、

血液中の酸素濃度には影響がある筈であり、人によっ

ては頭痛や能率の低下につながる。この観点からは、

知的生産性に関する興味深い研究がある。 

図 1.2.8 は若年層について、教室環境と学習効率の
関係について調査を行った後藤ら 29)の結果である。学

習効率はビデオ講義の後に行った確認テストによるも

のである。図より、学習効果が換気量と相関があるこ

とがわかる。これまで温熱環境と知的生産性との相関

性については知られていたが、知的生産性にも影響す

る要因であることがわかる。 
換気量 5m3/h で CO2濃度 4000ppm 程度、換気量

30m3/hで 1000ppm程度であることから、この図に示される様な知的生産性への影響が見られるのはか
なりの高濃度の場合であることがわかる。 
では、現在の基準値 1000ppm 付近では、知的生産性への悪影響はないのであろうか。この問題につ
いては、興味深いデータがある。 

表 1.2.3は、600ppm、1000ppm、250ppmの 3通りの CO2濃度の環境下で、22名の被験者に対して、
意志決定能力を測定した結果の平均値の比率を示したものである。600ppmの CO2は人の呼吸によるも

のであるが、1000ppmと 2500ppmについては、600ppmの室空気に 100%の CO2ガスをボンベから発

生させている。意志決定能力の測定には、PC を使った戦略マネジメントシミュレーション（Strategic 

Management Simulation ; SMS ）試験が使われ、９種類の意志決定能力が測定された。その結果、
1000ppm 程度の濃度であっても、600ppm と比較して、明らかに CO2濃度増加の影響が見られること

がわかる。多くの項目で、統計的に有意な差異が見られている。一方、2500ppmの環境下においても、
差異の見られない項目として、Focused Activity、 Information Searchが挙げられる。何かを集中して

行う場合や、情報検索では影響がないということになる。この SMS による意志決定能力への影響だけ
で、すぐに CO2の有害性を示すものと考えることは早計かもしれない。我々は、この結果について追試

を行うべきであり、例えこの実験の結果が正しいものであったとしても、24時間滞在する一般環境のレ
ベルとして許容できるものであるかどうか改めて議論するべきと考える。 

 

表 1.2.2 CO2の人体影響 28) 

図 1.2.8 換気量と平均学習効率との関係 29) 



 
（7）おわりに 

本項では、現在の建物の室内環境基準値のなかで、不適率（1000ppmより高）が高い汚染質の一つ

である二酸化炭素（CO2）が室内環境において持つ意味について考えるために、換気哲学の変遷、体臭

と CO2濃度との関係、知覚空気汚染質、CO2濃度基準 1000ppmが決められた背景、知的生産性への影

響など、CO2の濃度基準を考える上で最低限必要であろうと考えられる知見を紹介した。 

さて議論はこれからである。人体発生の CO2濃度は 1000ppmでなければならないか。或いは、外気

濃度を基準として、例えば外気濃度＋700ppmでもよいとするか。あなたはどう考えるだろうか？外気

の CO2濃度は今でも毎年 2ppm増加し続けているのである。 
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1.2.2 体臭分析と知覚空気質評価について 

 
（1）はじめに  19世紀中頃まで、欧米では人間は Anthropotoxinという有害物質を放散していると考えられてきた。
これは当時、集会場や学校、教会などの人が多く集まる場所で空気質が劣悪になる苦情が多かったから

である。その当時の学者も酸素不足や CO2過剰が空気質の劣悪さを説明しえないと考えてはいたのだが、

体臭の化学的な成分を明確にするには至らなかった 1）。20世紀になってAnthropotoxin説は消滅したが、
Winslow は次のように述べた 2）、「体臭のような明らかな揮発性物質があると、作業効率や食欲は減退

するであろう、しかしながら、この種の不快は今のところ、CO2濃度が 2000ppm を超える、換気量が

6ft3/分以下である、といった表現でしか表わされていない」。このように多様な化学物質からなる複合臭
である体臭の評価には嗅覚が用いられるようになり、Lehmbergら 3）、Yaglouら 4）による 1930年代の
必要換気量算定に関する研究以降、専ら体臭は嗅覚パネルによる官能評価によって計測されている。そ

の後、Fangerらにより、生体発散物質（体臭の発生源の名称）、建材、たばこ煙、空調システム等によ

る知覚空気汚染を評価する単位として olf（オルフ）、decipol（デシポル）が提案された 5）が、これは生

体発散物質による知覚空気汚染を基準レベルとして用いている。室内空気質の総合的な指標として CO2

濃度を用いることが度々あるが、体臭による空気汚染の指標として CO2濃度をみる場合、Yaglou らは
CO2 があまり良い指標にならないと述べており 4)、彼らの実験結果では被験者の申告する臭気強度と

CO2濃度との相関は高くない。これは入浴頻度や衣服の洗濯頻度など代謝とは直接結びつかない要素が

体臭に影響を及ぼしているからと考察されている。一方、Fanger ら 6）、岩下ら 7）は体臭が主な空気汚

染源の場合、CO2濃度が知覚空気汚染（不快者率）の良い指標となり、室内 CO2濃度 1000ppmが不快
者率 20％に相当することを報告している。口臭については角田 8）、山賀・宮崎 9）が歯科の立場から GC

分析を行い、メチルメルカプタンが口臭成分として検出されたことを報告している。皮膚からの体臭成

分の測定は、汗から直接検出したり、脱衣をヘッドスペースによって分析したりする例が多く、空間中

の VOCから体臭成分を同定する例はほとんどない。設定室温緩和をしている、たとえば 28℃の状態と、
たとえば 25℃室温という通常の冷房状態とでは、人体の代謝には大きな違いがないため、人体からの

CO2吐出量には差がみられないと考えられるが、臭気強度などの知覚空気質には差があることが報告さ

れている 10）。このように CO2指標の是非については様々な意見があるため、CO2濃度以外の体臭臭気

強度の指標となる物理・化学測定値を求めることは、体臭が主な空気汚染源である空間の制御に有効と

考えられる。  そこで、本節では、実大チャンバー内に被験者を在室させ、チャンバー内空気をオルファクトメータ
ーによって来室者が嗅いで臭気強度を評価する実験内容について紹介する。 

 
（2）実験方法 
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図 1.2.9 環境実験室内の居室大チャンバー  図 1.2.10 サンプル空気・清浄空気の経路 
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a. 実験条件 

実験は環境実験室（図 1.2.9）にて、換気設備を取り付けた居室大チャンバー(縦 1830mm×横 1830mm×
高さ 1845mm)を作成して行った。チャンバーへの給気は機械給気、排気は自然排気の第二種機械換気
である。チャンバーは温湿度制御ができないため、チャンバー内温熱環境は外部環境に左右される。来

室者がチャンバー外からチャンバー内の空気を嗅ぐためには、筆者らが開発したオルファクトメーター

を使用した。オルファクトメーターは図 1.2.10に示すように、対象空気をポンプで吸引し、パネルであ
る来室者がディフューザーを介して嗅ぐ装置である 11）。 

  表 1.2.4 実験条件及び被験者人数 

 条

件 

在

室

人

数 

設定換

気量 

[m3/h] 

備考 

冬

季 

A 1 10  

B 1 60  

C 1 60 CO2発生

有り 

D 3 10  

E 3 60  

夏

季 

F 3 40  

G 3 10  

H 3 10 清浄機使

用 

 

 

 

 

 

 

 

表 1.2.5 アンケート項目 

1 臭気強度（0：無臭→5：耐え難く

感じるにおい） 

2 温冷感（+3：暑い⇔-3：寒い） 

3 空気の許容度（+1：明らかに受入

れられる⇔-1：明らかに受入れら

れない） 

4 目・鼻・喉の刺激（0：刺激が無

い→5：耐え難い刺激） 

5 空気の新鮮度（-3：汚れている⇔

+3：新鮮） 

6 集中のしやすさ（-3：集中が困難

⇔+3：集中しやすい） 

7 疲労感（-3：疲れている⇔+3：元

気がある） 

8 覚醒感（-3：頭がぼんやりしてい

る⇔+3：頭がスッキリしている） 

9 精神的な気分（-3：気分悪い⇔

+3：気分良い） 

10 眠気（0：眠たくない→6：非常に

眠い） 

b. 測定項目  VOC濃度はポンプにてテナックス TA捕集管に 1リットルの室内空気を 50mL/minの流速で吸引し

て捕集した後、加熱脱着装置にて加熱、コールドトラップし、ガスクロマトグラフ/質量分析（GC/MS）
装置にて分析・定量を行った。また、換気量については、講義室に発生させたトレーサーガス（SF6）

の濃度減衰により求めた。 
c. アンケート項目  本研究では、体臭の発生源である在室者および外部からチャンバー内空気を評価する来室者を知覚空
気質の評価者としている。在室者はチャンバー入室直後および退室直前に表 1.2.5 に示すアンケートを
利用して環境を評価し、さらに入室後 10分間隔で、表 1.2.5の 1、3、4、9の項目を評価した。来室者
は表 1.2.5 のうち、1、3、4、9の項目を 10 分間隔で評価した。加えて、来室者は在室者の入室の約 5

分前にもチャンバー内空気を評価した。 
d. 実験手順  在室者として、全条件を通して同じ 3名の学生(男子 3人)が参加した。在室者は、においの強い化粧
品、整髪剤などを身につけることを禁じられ、実験中の喫煙、においの強い食事の摂取も禁じられた。



また、着衣は、事前に用意した洋服（T シャツ、長ズボン、靴下）に着替えてもらった。在室者は居室

大チャンバーに用意された椅子に座り、実験中安静状態で滞在した。また、チャンバー外部からオルフ

ァクトメーターを用いて室内空気を嗅ぐ来室者パネルは 10名が各実験に参加した。実験 A、B、Cの実
験条件では在室者人数が１名であるため、3名用意した在室者被験者それぞれが 1名在室状態の実験を
1回ずつ、計 3回行った。本研究では、その３回の実験の平均値を結果として用いる。また、夏季実験

の実験 F、G、Hもそれぞれ 3回ずつ行っているため、その平均値を結果として用いる。なお、本実験
における空気汚染物質は在室者自ら発生する体臭のみであること、および実験途中であっても、体調が

すぐれない場合は、退室して良い旨を被験者に事前に伝えた。また実験中のチャンバー内 CO2濃度は、

空気調和衛生工学会による単独指標によるCO2設計基準濃度の3500 ppmを瞬間的にでも越えないこと

とした。図 1.2.11に実験手順を示す。在室者はチャンバーに入室後、40分間、在室した。VOC濃度算
定のための空気の捕集は 40分の在室のうち、後半 20分に行った。 

 

 

(a) 在室者・詳細アンケート (b) 在室者・簡略アンケート
(c) 来室者アンケート
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   図 1.2.11 実験手順 18） 
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図 1.2.14 来室者および在室者の申告する臭
気強度（冬季）18）

 
（3）実験結果  図 1.2.12 に冬季実験におけるチャンバー内 CO2濃度の経時変化を示す。在室者が 3 人で換気量の少
ない実験 Dの CO2濃度が最も高く、後半は 3000 ppmを超えている。一方、在室者が 1人で換気量の
多い実験 Bでは CO2濃度は後半でも約 700 ppmである。それ以外は CO2濃度が 1000～1400 ppmの

定常濃度となっている。実験 C は在室者が 1 人であり、換気量も実験 B と同等であるが、CO2の強制

発生のため、濃度は 1200 ppm程度になり、実験 Bを上回っている。図 1.2.13に冬季実験におけるチ
ャンバー内酸素濃度の経時変化を示す。実験開始時（在室者入室直後）の酸素濃度は 21％だが、時間経



過とともに低下していき、実験 D では 20.4％まで低下し、それ以外の実験条件では 20.8％程度まで低

下している。実験 C は CO2の強制発生があるが、酸素濃度については、CO2発生以外同条件である実

験 Bとほぼ等しくなっている。  図 1.2.14に冬季実験において、来室者および在室者が申告した臭気強度の経時変化を示す。臭気強度
算出のため、臭気強度申告スケールは次のように数値化した：0）無臭、1）かすかに感じるにおい、2）

軽度に感じるにおい、3）強く感じるにおい、4）非常に強く感じるにおい、5）耐えがたく感じるにお
い。各プロットは各回に被験者の申告した臭気強度の平均値である。図 1.2.14をみると、来室者の申告
する臭気強度は経過時間とともに上昇していき、在室者が多く換気量の少ない実験 Dが最も高い値にな
っている。一方、在室者の臭気強度申告値は、実験中大きな変化はなく、低い値であり、実験条件間の

差異もみられない。これは、臭気物質を嗅ぎ続けることによって、その物質に対する知覚が鈍る、嗅覚

順応（Adaptation）12）が在室者に生じたためと考えられる。実験 Cは CO2の強制発生があるが、換気

条件および在室者人数は実験 B と同等である。臭気強度をみると、実験 Bと実験 C に大きな差異はみ
られず、CO2自体は知覚空気質に影響を及ぼしていないことが確認された。空気質の状態がほぼ定常に

達したと考えられる 40分の時点での来室者の臭気強度申告値を用いて比較すると、有意差(p<0.05)があ
るのは、実験 Aと D、実験 Bと D、実験 Cと Dの間のみであった。 
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（2E1Hは 2-Ethyl-1-Hexanolの意） 
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図 1.2.15 に夏季実験におけるチャンバー内 CO2濃度の経時変化を示す。夏季実験はどの実験条件も

在室者が 3人であるが、換気量の少ない実験 G、Hは CO2濃度が後半は 3000 ppm近くになっている。
一方、換気量が約 40m3/hの実験 Fでは CO2濃度は約 1300 ppmの定常濃度を保っている。  図 1.2.16 に夏季実験におけるチャンバー内酸素濃度の経時変化を示す。実験開始時の酸素濃度は
20.7％で、時間経過とともに低下していき、実験 F では 20.5％まで低下し、実験 G、Hでは 20.3％程

度まで低下している。  図 1.2.17に夏季実験において、来室者および在室者が申告した臭気強度の経時変化を示す。各プロッ
トは各回に被験者の申告した臭気強度の平均値である。図 1.2.17をみると、冬季実験と同様に、来室者
の申告と在室者の申告には大きな差異があり、在室者の嗅覚順応がうかがえる。来室者の申告では、換

気量の少ない、実験 G、Hの臭気強度が、換気量の多い実験 Fに比べ大きな値になっていることがわか
る。40 分時点での来室者による臭気強度申告で比較すると、実験 F と H との間には有意差(p<0.05)が
あったが、実験 Gと Hの間に有意差がみられなかった。実験 Gと Hには、来室者申告、在室者申告と
もに大きな差異がなかった。 

 
（4）考察 
体臭は、汗、尿、便、呼気、唾液、性的排泄物および皮膚分泌物の混合と考えられている 13）。腋およ

び足の汗を含んだガーゼをヘッドスペース＋GC/MS法により分析した研究成果を近年、Allisonらは報

告している 14)。Allisonらは複数の被験者の腋の汗中の 50種類の VOCを同定・考察しており、その研
究において、Nonanal, Decanal は体臭成分として報告されている 14）。彼らが同定した VOC は体臭成
分として常に検出されたわけではなく、被験者ごとに異なった種類の VOC が検出されている。また土
師らは、ガーゼに吸着された皮脂を、ヘキサン(有機溶媒の一種)にて抽出し、GC/MS法にて分析し、40

歳以上の男性のサンプルから Nonenal（ノネナル）を検出し 15)、これが広く加齢臭の要因として知られ

るようになった。今回の実験では、Nonenalは検出されなかったが、これは在室者として雇った被験者
が 20 代前半の男子学生であったためと考えられる。土師らは、また上記研究において、
2-Ethyl-1-Hexanol, Nonanal, Decanalも体臭成分として検出しているが 15)、これらは 40歳以下の被験

者の汗からも検出されている。ここで引用した研究を含め、体臭成分を調査する研究で用いられる手法

は、ガーゼや洋服に吸着された成分を分析しているものが多く 16)、周囲空気から分析したものは少ない。

本研究の結果から、室内空気の捕集から分析した場合においても、既往研究で検出されている VOC（本
実験では 2-Ethyl-1-Hexanol, Nonanal, Decanal）が体臭成分として検出されることがわかった。しか

し、Allison らの研究でもみられるように体臭成分は個人差が大きいため、本研究で得られた体臭成分
VOCが、本研究で用いた在室者特有のものである可能性がある。年齢差、性差等を考慮した、より多く
の被験者を用いた研究が必要である。 
体臭に汚染された空気の汚染度を評価する指標としては、長く CO2濃度が用いられており、換気量制

御においても有効なものとして利用されている。そこで、今回の実験で得られた臭気強度申告値と、

CO2・2-Ethyl-1-Hexanol・Nonanal・Decanal濃度との関係をそれぞれ求めることにより、指標として
の有効性を検討することにした。図 1.2.18に CO2・2-Ethyl-1-Hexanol・Nonanal・Decanal濃度と、
それぞれの臭気強度申告値（来室者）との相関関係を示す。実験 A～Hの各実験につき１プロットであ

り、計 8プロットとなっている。VOC濃度算出のためのチャンバー内空気は実験後半 20分に捕集した
ものであるため、臭気強度および CO2も、それに相当する時間における平均値とした。 
図 1.2.18 をみると、2-Ethyl-1-Hexanolが臭気強度との相関係数が最も高く 0.87 であり、次に CO2

が臭気強度との相関係数 0.69となっている。CO2濃度と臭気強度との相関係数の算出においては、CO2

を強制発生させた実験 Cは含まれていない。相関係数からみると、2-Ethyl-1-Hexanol濃度が臭気強度
を予測する上で最も妥当な指標と考えられるが、データは 8個と少ないため、さらなるデータ収集が必
要である。  2-Ethyl-1-Hexanol, Nonanal, Decanalは体臭成分として考えられるため、体臭の健康性、快適性、

知的生産性への影響を考慮する際のターゲット物質として利用できる。しかし、濃度の計測には GCを
用いる必要があり、連続測定、制御には現在のところ利用が困難である。しかも、検出される濃度が非

常に低く、検出限界に近かったり、誤差が生じやすいことも考えられる。しかし、この 3つの VOC は
閾値が小さく、低濃度でも知覚される可能性があるため、現状では、感覚測定による知覚空気質の測定

は欠かせないと考えられる。一方、CO2濃度は連続測定が容易であり、環境制御に利用しやすい。また、



 

臭気強度などの知覚空気質指標との相関が高く、多くの研究蓄積がある。しかし、CO2は呼気物質であ

り、体臭成分でないため、CO2自体の健康性、快適性、知的生産性への影響は直接的には考察できない。

よって体臭汚染度に応じた環境制御などの利用において、CO2を指標として用いることが妥当である一

方、体臭の健康性、快適性、知的生産性への影響、体臭のリスク評価などを詳細に考察するためには、

感覚測定に基づく知覚空気質評価とともに実際の体臭成分 VOCの計測が必要であろう。体臭成分 VOC

は、今回の研究で検出された３種の VOC だけでなく、多種の物質が着衣への吸着成分として報告され
ているため、今後、空間でのサンプル空気からの検出が可能な体臭成分 VOC の測定、研究の蓄積が必
要である。 

 
（5）まとめ 
a. 体臭成分と考えられる VOCとして、2-Ethyl-1-Hexanol, Nonanal, Decanalが検出された。しか

し、今後、現実空間の空気からの検出が可能な体臭成分 VOCの測定、研究の蓄積がさらに必要で
ある。 

b. 計測の安定性、連続測定の容易度、コスト等を考慮すると、CO2 濃度を指標として用いることは、

現状では妥当と考えられる。 
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1.3 海外関連基準（アメリカ、ヨーロッパ） 

 
本節では海外（アメリカ、欧州）における必要換気量の考え方について概観する。 

 
1.3.1 アメリカ 

本項では、 ASHRAE（ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers：米国暖房冷凍空調学会）における最小外気取り入れ量の考え方について、紹介する。
ASHRAE は空調・冷凍・換気などに関する国際的な学会である。ASHRAE で定められている多くの
Standard（基準）が世界各国の基準に影響を与えている。我が国の室内環境に馴染みのある基準として、

温熱快適性に関する Standard 55 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancyなどが
ある。オフィスビル等の建物の換気量については Standard 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air 
Qualityに記されている。ここでは、Standard 62.1-20161)（図 1.3.1）における最小外気取り入れ量の
算出手順について紹介する。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
（1）外気の取扱い  換気のために取り込む外気の取扱について、6.2.1 Outdoor Air Treatmentで以下のように記されてい
る。 
a. PM10、PM2.5について  国の基準／ガイドラインを超える地域に建つ建築物は、MERV（Minimum Efficiency Reporting 

Value）6 以上（PM10の場合）、MERV11 以上（PM2.5の場合）のフィルタもしくは空気清浄装置が必

要（一部例外あり）。 
b. オゾンについて  日平均（8時間）濃度が年間で 4番目に高い日のオゾン濃度を直近 3年間分平均した値が 0.107ppm

（209μg/m3）を超える場合、空気清浄装置が必要（一部例外あり）。 
c. その他の汚染物質について  その他の物質が基準やガイドラインを超える地域の場合、室内空気質への影響について、設計図書に
記載すること。 

（2）居住域（呼吸域）における外気取り入れ量  ASHRAE では、人体に由来する汚染物質と建物に由来する汚染物質の双方を考慮し、それぞれに対
して外気取り入れ量を設定している。居住域（呼吸域）における外気取り入れ量は式（1.3.1）で算出さ
れる。 

図 1.3.1 ASHRAE Standard 62.1 20161) 
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+=         (1.3.1) 

ここで、 
Vbz：居住域（呼吸域）における外気取り入れ量[L/s] 
Rp：一人あたりの外気取り入れ量 [L/(s・人)] 

Pz：人数 [人] 
Ra：単位床面積あたりの外気取り入れ量 [L/(s・m2)] 
Az：床面積 [m2] 

  Rp及び Raは基準の中で建物用途別に規定されている。ここでは、代表的な例として、学校とオフィ

スの一部を表 1.3.1 に示している。在室人数は、一般使用時の最大使用人数を想定する（例外として、
変動がある場合の時間平均値の算出方法が 6.2.6.2に記載されている）。最大使用人数を推定出来ない場
合のために、表 1.3.1には在室人員密度の既定値も記されている。   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
また、表 1.3.1 には各空間の空気質の要求レベルについて、該当するクラスが記載されており、オフ

ィススペースは Class1とされている。各クラスの概要は以下の通りである。 

 
Class 1：汚染物質濃度及び感覚への刺激強度が低く、臭いが気にならない空気 

Class 2：汚染物質濃度及び感覚への刺激強度が中程度あり、臭いを少し感じる空気 
Class 3：汚染物質濃度及び感覚への刺激強度が高く、不快な臭いのする空気 
Class 4：非常に不快で有害な物質を含む空気 

  表 1.3.1 から、オフィススペースにおける一人あたりの最小外気取り入れ量を計算すると、以下のよ
うになる。 
・ 一人あたりの外気取入れ量（Rp）は表より、2.5L/s （=9m3/h）である。 
・ 単位床面積あたりの外気取り入れ量（Ra）は表より 0.3L/(s・m2)（=1.08m3/(h・m2)）である。表

中の在室人員密度（5人/100m2）より、一人あたりの床面積は 20m2となるため、床面積から算出

される外気取入れ量は 6L/s（21.6m3/h）となる。 
・ これらより、一人あたりの最小外気取り入れ量は 2.5 + 6 = 8.5L/s（30.6m3/h）となり、我が国で

用いられている 30m3/hと概ね同様の数値となる。  なお、適用されている空調方式により、表 1.3.2のように空気分配係数（Ez）の既定値が定められて 

建物・室用途

一人あたりの

外気取り入れ量
Rp

単位床面積あたりの
外気取り入れ量 Ra

既定値

在室人員密度
一人あたりの合計外

気取り入れ量
室内空気の

ClassL/(s・person) L/(s・m2) #/100m2 L/(s・person)

オフィスビル

休憩室 2.5 0.6 50 3.5 1

メインエントランスロビー 2.5 0.3 10 5.5 1

オフィススペース 2.5 0.3 5 8.5 1

教育施設

教室（5-8歳） 5 0.6 25 7.4 1

教室（9歳以上） 5 0.6 35 6.7 1

講義室 3.8 0.3 65 4.3 1

飲食店

食堂 3.8 0.9 70 5.1 2

キッチン・調理場 3.8 0.6 20 7.0 2

表 1.3.1 居住域における最小外気取入れ量 1) 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
おり、これ以下の数値を用いて、室への取入れ外気量（Voz）は式（1.3.2）のように算出することがで
きる。 

Voz =Vbz /Ez         (1.3.2) 

ここで、 
Voz：室への外気取り入れ量 [L/s]  

Vbz：居住域（呼吸域）における外気取り入れ量（式（2.3.1）） [L/s] 
Ez：空気分配係数 [-] 

  室内の二酸化炭素（CO2）濃度については、空気質の観点から付録 Cに各国の基準や規制の状況が記

されている。付録 Cの一部を抜粋して表 1.3.3に示す。労働環境においては我が国同様に 5000ppmと
しているものが多い。カナダでは室内環境で 3500ppm（長期間暴露時）となっている。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  また、付録 D では一人あたりの外気取り入れ量から逆算した CO2の室内外濃度差について触れられ

ており、式（1.3.3）に示すように、内外濃度差が 700ppm程度あれば、多くの外来者にとって、室の臭
気が気にならない程度を維持できると記載されている。 
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ここで、付録 Dでは 
Cs：室内の CO2濃度 [-] 
Co：外気の CO2濃度 [-] 
N：人体からの CO2発生量 [=0.31L/min] 

Vo：一人あたりの外気取り入れ量 [ここでは 7.5L/sとしている] 

給気と排気の状況 Ez

天井給気（冷気） 1.0

天井給気（暖気）＋床排気 1.0

天井給気（室温より8℃以上高い暖気）＋
天井排気

0.8

低速度気流での置換換気（床給気（冷気）
＋天井排気）、もしくは床吹出しシステム
（床上1.4mの地点を通過する際の鉛直方
向風速が0.25m/s以下）

1.2

床給気（暖気）＋床排気 1.0

表 1.3.2 空気分配係数 1) 

規制レベル（強制力がある） ガイドラインや参考としてのレベル（強制力がない）

OSHA MAK Canadian NIOSH ACGIH

労働環境
（アメリカ）

労働環境
（ドイツ）

室内環境
（カナダ）

労働安全衛生
（アメリカ）

産業衛生
（アメリカ）

二酸化炭素
(CO2)

5000 ppm 5000 ppm

10000 ppm [1 時間暴露] 

3500 ppm [長期間暴露] 5000 ppm

30000 ppm [15分暴露] 

5000 ppm

30000 ppm [15分暴露] 

表 1.3.3 室内 CO2濃度に対する基準やガイドラインの比較 1) 



 

としている。  なお、付録は基準の一部ではなく、あくまでも情報として記載しているのみであるとの注意書きが付
録にはなされており、基準における外気取り入れ量の算出過程には CO2濃度は用いられていない。 

 
 
2.3.2 欧州 

  本項では、EN における最小外気取り入れ量の考え方について、紹介する。EN は European Norm
（European Standards：欧州統一規格）の略称であり、EN規格は EU加盟国間の貿易円滑化と同時に

産業水準統一化のために、ISO（国際標準化機構）の定義によるところの「地域規格」として制定され
ている。EUの専門委員会である CEN（欧州標準化委員会）などにより策定された規格を各国の規格に
反映させ、矛盾する規格があれば、それを是正することが求められている。CEN 規格とも呼ばれてい

る。オフィスの換気に関連するものとして、EN15251 Indoor environmental input parameters for 

design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal 
environment, lighting and acoustics2)と EN13779 Ventilation for non-residential buildings. 
Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems3)がある。ここでは、双方

における外気取り入れ量（換気量）に関連する部分について紹介する。 

 
（1）オフィスビル等の外気取り入れ量  オフィス等の非居住用建物における外気取り入れ量は ASHRAE と同様に、人体由来の汚染物質と建
物由来の汚染物質の双方を考慮し、式（1.3.4）で求められる。 

bptot qAqnq +=         (1.3.4) 

ここで、 
qtot：室の外気取り入れ量 [L/s] 

n：室の設計利用人数 [人] 
qp：一人あたりの外気取り入れ量 [L/(s・人)] 
A：床面積 [m2] 
qb：単位床面積あたりの外気取り入れ量 [L/(s・m2)] 

  EN規格では、室内環境を表 1.3.4のように、予想される不満足者率に応じて、3つのカテゴリーに区 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 図 1.3.2 EN 15251 20072) 



 

分しており、qp及び qbはカテゴリー毎に定められている（表 1.3.5）。新築や改築時の標準レベルがカテ

ゴリーII に該当とし、既存建物での許容できるレベルがカテゴリーIII となる。qbはさらに室内空気汚

染の状況に応じて、3 つに分類されている。EN 規格においても、室用途別に在室人員密度の規定値が
定められている。一部を表 1.3.6に示す。 
表 1.3.5、表 1.3.6から、室内空気汚染が低い既存建物にあるオフィスでの一人あたりの最小外気取り

入れ量を計算すると、以下のようになる。 
・ 一人あたりの外気取り入れ量（qp）は表 1.3.5より、4 L/s （=14.4m3/h）である。 
・ 単位床面積あたりの外気取り入れ量（qa）は表 2.3.5 より 0.4L/(s・m2)（=1.44m3/(h・m2)）であ

る。表 1.3.6の在室人員密度（0.1人/m2）より、一人あたりの床面積は 10m2となるため、床面積

から算出される外気取り入れ量は 4 L/s（14.4m3/h）となる。 
・ これらより、一人あたりの最小外気取り入れ量は 4 + 4 = 8 L/s（28.8m3/h）となり、この条件での

外気取り入れ量が ASHRAE同様、我が国で用いられている 30m3/hに近い数値となる。 

・  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
 
   

 

カテゴリー 説明
予想される不
満足者率 (%)

I 障害者や病人、乳幼児など、過敏で虚弱な人たちが使用する空間（高レベル） 15

II 新築や改築時の標準レベル 20

III 既存建物での許容できるレベル 30

IV 上記以外（このカテゴリーは一時利用の場合のみに適用） -

カテゴリー
一人あたりの
換気量 qp

(l/s/person)

単位床面積あたりの外気取り入れ量 qb (l/s/m2)

非常に空気汚染が
低い建物

空気汚染が
低い建物

空気汚染が
低くない建物

I 10 0.5 1.0 2.0

II 7 0.35 0.7 1.4

III 4 0.2 0.4 0.8

表 1.3.5 一人あたりの外気取り入れ量及び単位床面積あたりの外気取り入れ量 2) 

カテゴリー

在室人員密度の既定値 （単位：人 / m2）

オフィス 会議室 レストラン 教室 幼稚園

I〜III 0.1 0.5 1 / 1.5 0.5 0.5

表 1.3.6 室用途別の在室人員密度の既定値 2) 

表 1.3.4 カテゴリーの分類 2) 



 

（2）CO2濃度差と外気取り入れ量  外気取り入れ量をデマンドコントロールする場合などには、CO2の室内外濃度差から必要とする外気

取り入れ量を計算することも可能である。表 1.3.7 に、EN規格における CO2の室内外濃度差の既定値

及び運用時の範囲をカテゴリー別に示す。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.3.3 まとめ 

  本節では、オフィス等の非居住空間における最小外気取り入れ量について、ASHRAE 基準と EN 規

格で定められている算出方法を紹介した。双方において、人体由来の室内空気汚染のみでなく、建物由

来の室内空気汚染を考慮に入れた外気取り入れ量の算出方法を採用している。さらに、EN 規格では、
室内環境を要求度レベルに応じて、3 つのカテゴリーに分類し、それぞれにおいて、外気取り入れ量の
既定値を定めている。ASHRAEでは、Standard-1989以前は外気取り入れ量の算定基準に室内 CO2濃

度（1000ppm）を用いていたが、1989以降は外気取り入れ量の計算に CO2濃度を用いていない。 

 
【参考・引用文献】 

1). ASHARE: ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2016, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, 

2016 
2). BSi: BS EN 15251:2007, Indoor environmental input parameters for design and assessment of 

energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting 
and acoustics, 2008 

3). BSi: BS EN 13779:2007, Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements 
for ventilation and room-conditioning systems, 2008 

4). 日本貿易振興機構ホームページ：https://www.jetro.go.jp/world/qa/04S-040008.html               
カテゴリー

二酸化炭素（CO2）の室内外濃度差

既定値 運用時の幅 (EN13779)

I 350 ≦ 400

II 500 400 - 600

III 800 600 - 1000

表 1.3.7 二酸化炭素（CO2）濃度差の既定値及び運用時の範囲 2,3) 



 

2  室内 CO2と換気量の実態  

 
2.1 特定建築物における CO2不適率の現状  
2.1.1 全国特定建築物における環境衛生管理基準の不敵率  建築物において室内環境が居住者へ与える影響について、多くの知見が得られている 1)。我が国では、

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）」において、特定建築物の維持管理と

して、環境衛生管理基準値が表 2.1.1のように定められている。この管理基準値の設定根拠については、
既往の報告書 2)において詳細に述べられている。そして実際の建築物においては、温度、相対湿度、二

酸化炭素濃度、一酸化炭素、気流、浮遊粉じんの 6項目について 2カ月以内ごとに 1回測定し、基準値
との比較を行うことで、適切な維持管理を行うことになっている。更には保健所により立入り検査によ

り指導を行うことで、建物の衛生環境を良好に保つこととしている。この法律の仕組みにより、衛生的

にも快適性も向上し、欧米諸国に比べればわが国では、シックビル症候群が抑えられているとも言われ

ている。 

 
表 2.1.1 空気環境に関する建築物環境衛生管理基準 

浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下 

一酸化炭素の含有率 10 ppm以下 

二酸化炭素の含有率 1000 ppm以下 

温度 17℃以上28℃以下 

相対湿度 40％以上70％以下 

気流 0.5 m/秒以下 

ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下（＝0.08 ppm以下） 

  建築物衛生法によって、特定建築物においては保健所による立入検査が行われているが、この調査結
果については、厚生労働省が全国の自治体より毎年集計を行っており、独立行政法人統計情報センター

で公表されている。そこで、公表されている全国の建築物の維持管理に関するデータを用いて、基準値

に適合しなかった建物の割合、不適率の動向の整理を行うことにより、建築物における環境衛生の実態、

特に二酸化炭素濃度の不適率の状況について把握することとする 3)。また、上述の不適率の情報では、

室内環境の物理的な測定値はないため、その原因について不明な点がある。そこで、東京都における立

ち入り測定によって得られた環境計測データを用いた検討も行った。  本報告で使用した建物維持管理の状況については、建築物衛生法に関する各都道府県、保健所設置市、
特別区における建築物衛生の実態を把握することを目的とし、厚生労働省が毎年集計を行っているもの

である。データは、建築物の維持管理項目ごとの調査件数及び不適件数が集計されている。また、対象

期間は平成 8年度から平成 26年度までで、不適率の推移を見ることができる。  建築物の維持管理項目は、帳簿（1項目）、空気環境の調整（16項目）、給水の管理（10項目）、雑用
水の管理（9 項目）、排水設備（1 項目）、清掃（1 項目）、防除（1 項目）に分けられている。用途は興
行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館、その他と分かれており、それぞれの用途別ごとの不適率の

比較をすることができる。これらのデータに基づき、用途別不適率及び不適率の経年変化を集計し、建

物維持管理の問題点の抽出を行った。  図 2.1.1に空気環境 6項目（浮遊粉じん、二酸化炭素、一酸化炭素、温度、相対湿度、気流）の不適
率の経年変化を示す。浮遊粉じん、一酸化炭素、気流については、低い不適率で推移している。一方、

二酸化炭素濃度、温度、相対湿度の不適率においては、いずれも値が高く、3 回の顕著な上昇が見られ

た。1 回目は平成 11 年度（相対湿度）、2 回目は平成 15 年度（温度、相対湿度、二酸化炭素濃度）、3
回目は平成 23 年度（温度、相対湿度、二酸化炭素濃度）であった。それぞれは省エネ法の改定と建築
物衛生法改定の翌年、東日本大震災の年と重なる。省エネのために、設定温度・相対湿度の設定・制御

の問題、換気量を削減することなどにより、基準値を逸脱する事例が増加したものと考えられる。また、

平成 15年度における建築物衛生法の改定により、個別空調建物が特定建築物の適用範囲となったため、
この方式が加わったことによる基準値の不適合の件数が増加したことが考えられる。なお、平成 25年 
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図 2.1.1 空気環境 6項目の不適率の経年変化 4) 
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図 2.1.2  用途別の二酸化炭素濃度不適率の経時変化 4) 

 
に相対湿度の不適率が一旦減少に転じているが、その原因として加湿器を設置してない建築物において、

相対湿度との比較を行わなくなったことも関係すると考えられる。  図 2.1.2 に二酸化炭素の用途別不適率の経時変化を示す。旅館を除けば、全ての用途で軒並みに上昇
し続けている。特に学校と事務所の上昇が著しく、平成 8年度の 10%程度に比べ、平成 26年は 3倍超
となった。なお、平成 24 年度と平成 25 年度は同程度であったものの、26 年度に再度上昇している。
学校については、学校保健安全法学校環境衛生基準において、換気の基準として 1500 ppm以下である

ことが望ましいとしており、特定建築物となっている学校建築においては、同じ二酸化炭素濃度であっ

ても、基準値が異なっていることも要因として考えられる。旅館において不適率が低い要因としては、

計測場所・時間など測定条件に起因することも考えられる。例えば、宴会場において、宴会の最中に計

測がされているかといえば、困難であることが想像される。  その他の項目として、温度、相対湿度は何の用途においても上昇傾向、気流、浮遊粉じん、一酸化炭



 

素、ホルムアルデヒドについては、用途によらず何も低い傾向であった。 

 
2.1.2 東京都における特定建築物の空気環境調査  東京都では建築物衛生法第 11条第 1項及び第 13条第 2項に基づき、特定区内の延床面積 10,000m2

を超える特定建築物に対してはビル衛生検査班が、多摩地区内の特定建築物については各保健所環境衛

生係が立ち入り検査を実施している。そこで、この東京都の平成 25年度及び 26年度において立ち入り
測定により得られた実測値を用いて、二酸化炭素の不適率の原因について検討を行った。  平成 25年度及び 26年度に実施された東京都による立ち入り測定の対象建築物については、共に 300
件超で、延床面積については、85%の対象ビルが 10,000m2以上、累積分布の中央値は約 17,000m2であ

り、比較的大規模なビルが対象となっている。図 2.1.3 に対象とした用途別の建築物の種類を示してい
るが、用途別では学校が 49件、興行場が 7件、事務所が 224件、集会場が 3件、図書館が 0件、店舗
15件、美術館が 1件、百貨店が 6件、遊技場が 4件、旅館が 7件であった。平成 26年度における測定
対象は 338件あり、用途別では学校が 52件、興行場が 5件、事務所が 216件、集会場が 3件、図書館

が 0件、店舗 45件、博物館が 1件、美術館が 1件、百貨店が 1件、遊技場が 7件、旅館が 7件であっ
た。平成 25年度と平成 26年度を比較すると、全国特定建築物立ち入り調査の結果で不適率が高い傾向
にあった事務所の割合が減り、不適率の低い店舗の割合が増加しているのが特徴となる。  図 2.1.4に今回対象とした建築物の空調制御方式について示すが、制御方式別では平成 25年度と平成

26 年度ともに 55%程度がゾーン別制御方式であり、測定対象ビルの半数以上はゾーン別制御方式を用
いており、また比較的大規模の建築物が対象建物としては多くなっているが、個別制御方式も 3割程度
採用している。 
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図 2.1.3 用途別の割合 4) 
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図 2.1.4 対象建築物の空調方式の特徴 4) 



 

 図 2.1.5に二酸化炭素濃度の累積頻度分布を示す。平成 25年度の 1071件、平成 26年度の 957件の

測定のうち管理基準を満たさなかったのは104件及び94件であり、不適率が 10%程度であった。図3.1.6
に二酸化炭素の月別データを示す。二酸化炭素濃度は管理基準値の 1000ppm を超過することに関して
は、季節とは関係しないこと分かった。建築物における機械換気においては、夏期の冷房運転、冬期の

暖房運転、中間期など空調機の運転とは異なり、季節に影響されていないこととなる。よって、二酸化

炭素不適の原因としては、室内における設定環境量の少なさ、居住者の多さが原因となっているものと

考えられる。 
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図 2.1.5 二酸化炭素濃度の累積頻度分布 4) 
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図 2.1.6 二酸化炭素濃度の測定値の変化 4) 

 
2.1.3 まとめ  本研究では，全国の立ち入り調査のデータを用いた全国都道府県の不適率の最新動向の解析及び東京
都の立ち入り測定のデータを用いた室内空気環境の詳細な検討により，下記の事柄が明らかになった。 

・全国の不適率については，温度，湿度，二酸化炭素濃度が平成 11 年度から上昇し続けている。二酸



 

化炭素に関しては，特に学校と事務所の上昇が著しく、平成 8 年度の 10%程度に比べ、平成 26年は 3

倍超となった。その間に顕著な上昇が見られたのは，大規模な省エネ法の改正，建築物衛生法改平は東

日本大震災に関連し，その法改正や震災直後の節電などによる省エネ行動が深く関わっていることが示

唆された。 
・平成 25 年度の東京都の事務所建築物における立ち入り測定データを用いた解析の結果，前述した全

国の不適率より低く，二酸化炭素濃度の不適率は 10%程度であった。季節ごとには不敵率に変化がない
ことから、冷房，暖房などの空調設備の運転状況によるものではなく、室内における設定環境量の少な

さ、居住者の多さが原因となっているものと考えられる。 
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2.2 建築物衛生行政における換気対策 

 

2.2.1 はじめに    東京都は、現在、1316万人を超える人口を有し、昼間人口は 1560万人に達するといわれている。と

りわけ、特別区には大規模建築物が林立しており、東京都は大都市行政を担う自治体の使命として、建

築物衛生法施行前から建築物衛生に取り組んでいる。東京都健康安全研究センターは、現在、特別区の

延べ面積 1万㎡を超える 2500余りの特定建築物の立入検査などの業務を担当している。  空気質（IAQ：Indoor Air Quality）の良し悪しは、めまい、吐き気、頭痛、眼、鼻、喉の痛みなどを

主訴とするSBS（Sick Building Syndrome / シックビルディング症候群）の発症に至らないまでも、

人体に少なからず影響を与えると考えられている。そのため、利用者の疾病予防、健康保持に直接関わ

る、空気質を左右する空気調和設備の維持管理を、建築物衛生法では建築物環境衛生管理基準として規

定している。  建築物衛生法の規定により、空気調和設備を設けている場合は、浮遊粉じん量、一酸化炭素（CO）

濃度、CO2濃度、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒド量について、おおむね基準に適合するよう

空気を浄化し、温湿度や流量を調整することとされている。なお、建築基準法でも、建築物衛生法の基

準と同じ空気質を供給できる構造設備を、空気調和設備に義務付けている。このように、法令上は、特

定建築物は、建築設計時から使用時までのすべてのステージで、高品質の空気質を確保できるよう規定

整備されている。しかしながら、建築物衛生法は、平成 15 年施行の政省令改正により、急速に普及す

る個別制御方式の空気調和設備も対象としたが、建築基準法は、従来どおり中央管理方式のみ対象であ

り、二法の連携は崩れている。  政省令改正前に対象外であった個別制御方式は、平成初期頃から特定建築物にも採用され始め、現在
では、延べ面積が 10万㎡を超える大規模建築物での採用も珍しくない。  これに加え、 BEMS（Building Energy Management System）やZEB（Net Zero Energy Building）

など、新たな空調システムが出現しており、これからの維持管理は、実測や目視の時代からセンサーに

よる自動制御へと変革が進んでいる。  本節では、東京都の空気調和設備への取組（※）として、今回のテーマである必要換気量に加え、空
気調和設備の維持管理について解説する。（※事務所用途の特定建築物） 

 

2.2.2 建築確認申請時の取組 

  保健所長は、建築確認申請のあった特定建築物について、建築主事等に意見を述べることができる（建
築基準法第 93条第 6項）。東京都では、建築物衛生法施行当時から、この規定により建築確認申請時に

図面審査を実施し、構造設備や機器性能などを設備設計者と意見交換し、適正に維持管理できる特定建

築物を目指して取り組んでいる。現在、同審査により、空調、給排水、清掃、ねずみ等防除など設備全

般の 105項目について実施しており、今回のテーマに沿って換気設備への取組の一部を紹介する。 

（1）必要換気量  特別区の外気CO2濃度は 450～460ppm付近であることが多く、設計人員の呼気排出量などから算出

すると、室内を 1000ppmで維持するために必要な換気量は、下記計算式で示すとおり 36ｍ3/（h・人）

以上となる。 

 
Q ＝ M/(C－Co)    ＝ 20［L / (h・人)］×10－3［㎥/L］/［(1000ppm-450ppm)×10－6］    ＝ 36.4 ｍ3/（h・人） 
（Q:必要換気量、M:室内発生量、C:室内設計濃度、Ｃo:外気濃度） 



 

立入検査時には在席者調査を行っており、毎年、多少の変動はあるものの、平均在席率は 53.1％であ

る（図 2.2.1）。また、空調エリアを床面積とした場合の在席者１人当たり床面積は、11.8ｍ2/人であり、

設計条件である 5ｍ2/人の約 2.4倍である（図 2.2.2）。このような経験値をよりどころとして、 理論値

よりも少ないものの建築基準法の規定値よりも多い、25ｍ3/（h・人）以上の換気能力を備えた空気調和

設備の設置を求めている。 

同センターは、東京都福祉保健局の事業所であり、建築物衛生法以外の法令を所管していないため、

公衆衛生の見地からのみ行政指導している。しかしながら、換気量が多ければ空気の浄化は促進される

ものの、エネルギー管理の面では、できるだけ少ない換気量が求められる。異なる視点から換気量が求

められる時代を迎え、必要換気量を決定する際には、換気の目安として設定されている CO2濃度基準

1000ppmが双方にとっての境界線としてますます重要になっている。 

 

（2）外気取入れ  外気取入れは、沿道からの自動車排出ガスのほか、排気口や冷却塔などからの汚染防止を図る目的で、
汚染源との間に十分な距離をとるよう求めている。CO

や浮遊粉じん量の垂直分布の実態調査などの結果を踏ま

え、垂直方向（図 2.2.3）、水平方向（図 2.2.4）ともに

10ｍ以上を目安としている。  なお、東京都が提案している垂直方向については、国
土交通省監修の「建築設備設計基準」（茶本）にも参考掲

載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1 在席率調査結果 
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図 2.2.2 在席者１人当たり床面積調査結果 
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図 2.2.3 垂直方向イメージ 
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2.2.3 立入検査による検証 

  同センターでは、所管する特定建築物に対し定期的に立入検査を行い、帳簿書類の検査に加え、設備
の維持管理状況、各種測定調査などを実施し、必要に応じ指導・助言している。このうち、新規届出ビ

ルを対象とした精密立入検査では、本来、常時測定が望ましいとされているものの、二月以内毎に一回、

適切な二時点が標準仕様となっている空気環境測定について、48時間程度の連続測定を実施し、その結

果から空調管理の不具合などを解明し、適切な維持管理を指導助言している。  平成 15 年施行の建築物衛生法改正政省令により、これまで中央管理方式のみとしていた室内環境の

調整が、個別制御方式についても適切に維持管理しなければならないこととなった。個別制御方式の発

停を中央管理している建築物も一部に見られるが、そのほとんどは利用者が自由に運転する本来の方式

を採用している。本方式は、空調エリアを小規模にできるため、様々な区画で賃貸でき、居室レイアウ

トも容易である。また、入居者が空調時間を自由に設定できるなど、入居を決定する条件の上位に位置

している。このような利用者側の利便性に加え、設備更新の容易さなど所有者側にもメリットがあるた

め、大規模建築物でも標準設計のひとつとなっている。さて、本方式では、賃貸借契約上、居室内の空

気調和設備の保守管理は維持管理権原者が担うものの、その運転管理は、賃借人（テナント）の責任で

ある。そのため、建築物衛生法が求める適切な室内環境の調和は、実質、テナントが担うことになり、

維持管理権原者が直接関わることが困難な場合もある。立入検査では、必要に応じ維持管理権原者（委

託を受けた管理会社）に行政指導しているものの、テナントに直接伝えることができないため、改善に

苦慮することがある。  このような最近の換気事情について、これまでの事例から、空気調和設備の運転管理に関する問題点
など今後の課題を取り上げる。 

 

（1）連続測定と二時点の平均で評価が異なる事例  建築物衛生法が施行された当時の厚生省通達には、“基準に適合しているかどうかの判定は、一日の使
用時間中の平均値と基準とを比較して行なうものとされたこと。この平均値は、連続測定によって算定

することが建前であるが、実際には、始業後、終業前及びその中間時の三時点（※）において測定しそ

の平均値をもって当該平均値として差し支えないこと。”としている（「建築物における衛生的環境の確
保に関する法律等の施行について」昭和 46年 3月 11日、厚生省環境衛生局長通達）。 

※平成 11年 4月に「始業後から中間時及び中間時から終業前の適切な二時点」に改められた。  図 2.2.5は、事務所ビルでの 8月のCO2濃度

の連続測定結果である。12時前と 15時に一時

的に基準を超過しており、この二時点で空気環

境測定を実施した場合、平均値は 1120ppm で

あることから不適合と評価される。一方、空調

時間帯の１分値の平均値は800ppmであること

から、実際は不適合ではなく、適切な維持管理

が行われ、良好な室内環境を維持していること

がわかる。  現在、適正換気量の目安であるCO2濃度の測

定は、非分散型赤外線吸収式センサーによる測

定器が主流となっており、ロギング機能を備え

連続測定できる機種も多い。様々な事情がある

にせよ、換気量をCO2センサーにより自動制御

する方式が採用されるようになって久しいなか、

連続測定して真の室内環境を把握する動きが見
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図 2.2.5 CO2濃度連続測定結果① 
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られないことを問題提起したい。 

 

（2）個別制御方式空気調和設備の換気不良

事例  図2.2.6は、6月初旬の事務所ビルでのCO2

濃度の連続測定結果である。天井内に設置し

た換気設備（静止型全熱交換器）で外気導入

し、別置きのエアコンで温度を調整している。

そのため、居室の壁面にそれぞれの操作用リ

モコンが並べて設置されている。 

測定日は中間期であり、節電対策のためエ

アコンを停止する空調管理を実施していた。

その際、外気冷房として機能する換気設備の

運転も停止していたため、終業時には

3000ppm を超える室内環境を連日繰り返し

ていた模様である。多くのビルでは、自然換気により翌日の始業時には外気濃度近くまで減少するが、

当フロアは、終業時の濃度が高すぎるため、減衰しきれず始業時から基準を超える室内環境となってい

た。そのため、翌日の昼前に換気設備を弱運転（Ａ）するよう伝えたところ、換気による室内浄化と室

内CO2発生量の収支が平衡となった。その後、強運転（Ｂ）により十分に空気清浄できることがわかっ

た。施設管理者を通じて、テナントに連続測定結果を参考に、空気調和設備の適切な運転管理を伝える

よう求めたところ、適切な室内環境を維持できるようになった。 

このように、個別方式空気調和設備は、十分な能力を備えていても適切に運転管理されないため、室

内環境の調和ができない事例がしばしば見受けられ、特定建築物の管理上、大きな課題である。 

これを解消する手立てとして、賃貸借契約書の附帯条項である館内規則に、「（特定建築物は、基準に

適合するよう室内環境を調整する義務があるため、）維持管理上必要あると認めた場合は、空気調和設備

の運転管理に関し、立入り・点検を行い、適宜の措置を講ずることができる」などの規定を標準化する

ことを期待する。自由に運転管理できるメリットと相反する内容であり、細部の調整が必要であるが、

空気環境の調整は、維持管理権原者に履行義務があるため、管理側が運転管理の状況を把握し、適切な

状態にするためには、検討の余地があるものと考える。 

 

2.2.4 これからの空調管理の課題 

 

（1）空気環境測定結果の正確な評価及び分析 

厚生労働省が公表している「衛生行政報告例（平成 26 年度）」では、「不適合の割合が、相対湿度が

56.5％、温度が 32.0％、CO2濃度が 24.6％となるなど、近年、一部の項目で不適合率は高水準で推移し

ている」とのことである（「建築物衛生行政の適正な運営について」平成 28年 4月 15日、厚生労働省

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知）。しかしながら、衛生行政報告例は“不適合”
の定義を明確にしていないため、自治体によって不適合の割合に大きな差がみられる。例えば、東京都

では、立入検査での測定値を報告しており、相対湿度は、冬期に立入検査すると不適合の割合が高く、

それ以外の時期では低くなる。全体として 20％程度の不適合率となり、この数値を報告しているが、衛

生行政報告例の全国平均値56.5％と大きくかけ離れている。 

詳細は後述するが、空気環境測定結果は、労働安全衛生法による作業環境の状態として評価されるこ

ともある。維持管理権原者やビル管理会社にとって、“不適合ビル”か否かは、不適合＝管理不良と判定
されかねず、甚だ重要な評価である。そのため、個々のビルでは、不適合の原因が維持管理不良は論外

であるが、設備能力の不足、人員過密やテナントによる空調停止など、空気調和設備の運転調整では改
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善が困難な場合は、測定結果に不適合の原因を記載するなど、数値の評価や分析の参考になる記述が求

められる。 

 

（2）これからの建築物に求められる設備 

建築物のエネルギー消費量は、空調管理がその半分を占めると言われている。これからのビルは、エ

ネルギーの見える化により分析・診断し省エネを図る、BEMSの導入が標準となろう。また、近い将来

実現するZEB（Net Zero Energy Building）化により、高度なエネルギー管理が急速に浸透していくも

のと考える。経済産業省は、“2020 年までに新築公共建築物等で、2030 年までに新築建築物での実現”
を目指すロードマップを示しており、1 次エネルギー消費量を限りなくゼロに近づけた設備の性能及び

維持管理が、空気質にどのような影響を及ぼすのか懸念される。エネルギー資源の大半を海外に依存す

る我が国では、エネルギー管理は早急に達成する必要に迫られた政策課題であり、政府、官公庁、業界

などが一体となった取組である。ところで、インターネット検索ツールで「ZEB 換気」を検索すると、

多数ヒットするのは、経済産業省、大手建設会社のサイトの“自然換気”である。自然換気により必要な
換気量が確保できるのか、十分に情報収集できていないが、室内CO2発生量などの設計条件から、自然

換気量を必要換気量として計算するのは困難である。また、エネルギー管理の実証試験報告には、温度

と照明に関する記載が多くを占めており、換気についてあまり触れられていないように感じる。 

建築物衛生法政省令の改正に先立って設置された、建築物衛生管理検討会の報告書（厚生労働省 HP

に掲載）には、以下の記述があるので参考まで紹介する。“我が国の建築物がシックビル症候群の発生を
免れてきたのは、建築物衛生法に基づく衛生管理体制が有効に機能してきたからではないかと考えられ

る”“米国やヨーロッパのいくつかの国では、「シックビル症候群」（SBS：Sick Building Syndrome）と

して社会問題化した。（中略）エネルギーの利用効率化などの観点から、建築物の気密化や外気取り入れ

の抑制が行われたために換気量が不足したことに伴い、室内空気の汚染が進んだことが主要な原因と考

えられている” 
これまで、ビル利用者からの空気環境に関する要求は、暑い寒いと言った温度に関する事項がほとん

どであった。これに加え最近では、冬期のインフルエンザ予防として相対湿度の状態や、清浄な空気質

の目安となるCO2濃度についても、高い関心を寄せている。同センターは、ビル管理者などからの維持

管理方法や法令解釈に関する相談に、毎日応えているが、最近、ビル利用者から空気質に関する相談が

増えていることからも、その傾向が伺える。その理由のひとつとして、労働安全衛生法による労働者の

健康の保持増進を目的とした、快適な職場環境に注目する機運の高まりが考えられる。同法は、一定規

模の事業場に安全衛生管理のための委員会を設置し、産業医の選任を義務付けている。産業医の職務に

は、作業環境の維持管理が含まれており、立入検査の際には、建築物衛生法による空気環境測定の記録

を参考に提供しているケースもよく見かける。本来、建築物衛生法による空気環境測定は、空気調和設

備の適正な運転管理を目的としたものであるが、これとは違った視点から、測定値が評価、検証される

時代が到来している。 

これまでの事例で紹介したように、設計上は能力を備えていても、実際は十分な機能が発揮されず、

維持管理で対応できない設備が現実に存在する。このことを踏まえると、実証途上の設備に起因した

SBSの発生が懸念される。過度なエネルギー管理となっても必要換気量が確保できるよう、外気冷房仕

様の設備や換気系統は中央管理できる方式などについても検討いただきたい。  公共建築物の建築確認申請時審査で、本格的な ZEB に遭遇するのは間近に迫っている。同センター

の関連情報収集への取組は、緒についたばかりであり、ZEB化による室内環境の影響に関する情報を精

力的に収集するなどし、新たな視点による特定建築物の維持管理について取り組む必要があると考えて

いる。    
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